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教

育

教

育

教
育
に
関
す
る
事
務
の
点

検
・
評
価
結
果
を
公
表

　

教
育
委
員
会
で
は
毎
年
、
事
務
管

理
や
執
行
状
況
を
点
検
・
評
価
し
、

報
告
書
を
公
表
し
て
い
ま
す
。
主
要

施
策
を
対
象
に
、
点
検
・
評
価
検
討

委
員
会
を
設
置
・
開
催
し
て
報
告
書

を
取
り
ま
と
め
、
市
議
会
に
提
出
し

て
い
ま
す
。

報
告
書
の
閲
覧
場
所　

　

市
情
報
コ
ー
ナ
ー
、
図
書
館
本
館
・

市
民
プ
ラ
ザ
分
館
、
南
部
市
民
セ

ン
タ
ー
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

問
合
先　

教
育
総
務
課　

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
０
８
２

外
国
籍
の
子
ど
も
の
市
立

小
・
中
学
校
入
学
手
続
き

　

外
国
籍
の
子
ど
も
で
、
28
年
４
月

に
市
内
の
小
・
中
学
校
へ
入
学
を
希

望
す
る
人
は
手
続
き
が
必
要
で
す
。

市
に
住
民
登
録
が
あ
る
児
童
・
生
徒

に
は
、
10
月
上
旬
に
通
知
書
を
送
付

し
ま
す
。
な
お
、
市
立
小
学
校
を
卒

業
見
込
み
の
人
は
手
続
き
不
要
で
す
。

入
学
資
格

○ 
小
学
校
…
21
（
２
０
０
９
）
年
４

月
２
日
〜
22
（
２
０
１
０
）
年
４

月
１
日
生
ま
れ
の
人

○ 

中
学
校
…
15
（
２
０
０
３
）
年
４

月
２
日
〜
16
（
２
０
０
４
）
年
４

月
１
日
生
ま
れ
の
人

持
ち
物

　

在
留
カ
ー
ド
、
パ
ス
ポ
ー
ト

申
請
・
問
合
先　

学
校
教
育
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
７
１
０
７

府
育
英
会
の
予
約
奨
学
生

募
集

　

経
済
的
な
理
由
で
、
高
等
学
校
な

ど
へ
の
進
学
が
困
難
な
生
徒
を
対
象

に
、
入
学
前
お
よ
び
進
学
後
に
必
要

な
資
金
の
貸
付
予
約
を
受
け
付
け
ま

す
。

対
象　

保
護
者
が
府
在
住
で
、
28
年

４
月
に
高
等
学
校
、専
修
学
校（
高

等
課
程
）
へ
進
学
を
希
望
す
る
生

徒
申
込
方
法　

各
中
学
校
が
定
め
る
日

ま
で
に
、
在
学
中
ま
た
は
出
身
中

学
校
へ
直
接

※ 

貸
付
額
な
ど
詳
し
く
は
問
い
合
わ

せ
問
合
先　

公
益
財
団
法
人
大
阪
府
育

英
会
採
用
貸
付
課

　

☎
０
６
（
６
３
５
７
）
６
２
７
２

市
立
小
学
校
の
就
学
前
健

康
診
断

　

市
立
小
学
校
の
就
学
前
健
康
診
断

を
実
施
し
ま
す
。
対
象
児
童
に
は
、

10
月
中
旬
〜
下
旬
に
通
知
書
を
順
次

発
送
し
ま
す
。
届
か
な
い
場
合
は
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

と
き
・
と
こ
ろ　

下
表
参
照

※ 

健
診
は
午
後
２
時
か
ら
。
受
け
付

け
は
午
後
１
時
45
分
〜
３
時

科
目　

内
科
、
歯
科
、
視
力

対
象　

28
年
４
月
に
市
立
小
学
校
へ

入
学
す
る
児
童

持
ち
物　

　

就
学
時
健
康
診
断
予
診
票
、
就
学

時
健
康
診
断
票
（
事
前
に
記
入
）

問
合
先　

学
校
教
育
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
７
１
０
７

人

権

人

権

な
く
そ
う

部
落
差
別
調
査

　

10
月
は
、
「
大
阪
府
部
落
差
別
事

象
に
係
る
調
査
等
の
規
制
等
に
関
す

る
条
例
」
の
啓
発
推
進
月
間
で
す
。

　

条
例
で
は
、
部
落
差
別
事
象
の
発

生
を
防
止
し
、
基
本
的
人
権
を
擁
護

す
る
た
め
、
個
人
や
土
地
に
関
す
る

調
査
の
際
に
、
部
落
差
別
を
引
き
起

こ
す
お
そ
れ
の
あ
る
調
査
、
報
告
な

ど
の
行
為
を
規
制
し
て
い
ま
す
。

問
合
先　

府
人
権
擁
護
課

　

☎
０
６
（
６
２
１
０
）
９
２
８
２

手
続
き
に
必
要
な
物

　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
、
運
転
免
許

証
な
ど
本
人
確
認
が
で
き
る
物

※
手
続
き
で
き
な
い
金
融
機
関
も
あ

り
問
合
先　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
９
４

新
し
い
国
民
健
康
保
険
証

を
送
付

　

10
月
中
旬
に
、
新
し
い
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
証
（
一
般
被
保
険
者

証
は
オ
レ
ン
ジ
色
、
退
職
被
保
険
者

証
は
藤
色
）
を
簡
易
書
留
郵
便
で
送

付
し
ま
す
。
不
在
の
場
合
は
、
「
郵

便
物
等
ご
不
在
連
絡
票
」
が
ポ
ス
ト

に
投
函
さ
れ
ま
す
の
で
、
郵
便
局
に

連
絡
し
て
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
11
月
２
日
㈪
午
後
２
時
以
降
は
健

康
保
険
課
で
受
け
取
り
可

※
宛
先
不
明
分
は
健
康
保
険
課
で
随

時
受
け
取
り
可

◆
健
康
保
険
課
で
受
け
取
る
場
合

持
ち
物　

旧
被
保
険
者
証
ま
た
は
身

分
証
明
書

※
同
世
帯
の
代
理
人
が
受
け
取
る
場

合
は
代
理
人
の
身
分
証
明
書

問
合
先　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
６
９
７

年

金

年

金

国
民
年
金
保
険
料
の
後
納

制
度
・
追
納
制
度

◆
後
納
制
度

　

10
月
か
ら
、
国
民
年
金
保
険
料
を

後
納
で
き
る
期
間
が
遡
っ
て
５
年
に

な
り
ま
す
。
10
月
１
日
㈭
か
ら
３
年

間
に
限
り
、
過
去
５
年
間
に
納
め
忘

れ
た
保
険
料
を
納
付
で
き
ま
す
。

◆
追
納
制
度

　

追
納
制
度
で
は
、
国
民
年
金
保
険

税

金

税

金

￥市
税
の
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振

替
受
付
を
開
始

　

10
月
２
日
㈮
か
ら
、
市
税
の
ペ
イ

ジ
ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
を
開

始
し
ま
す
。
金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ

ュ
カ
ー
ド
を
納
税
課
窓
口
に
あ
る
専

用
端
末
機
に
通
し
、
暗
証
番
号
を
入

力
す
る
だ
け
で
口
座
振
替
手
続
き
が

で
き
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
物

　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
、
運
転
免
許

証
な
ど
本
人
確
認
が
で
き
る
物

※
手
続
き
で
き
な
い
金
融
機
関
も
あ

り
問
合
先　

納
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
２
５

市
・
府
民
税
３
期
分
の
納

付
期
限
は
11
月
２
日
㈪

　

市
・
府
民
税
３
期
分
の
納
付
期
限

は
11
月
２
日
㈪
で
す
。
期
限
内
に
納

め
て
く
だ
さ
い
。
納
期
限
が
過
ぎ
る

と
、
延
滞
金
な
ど
が
加
算
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
市
税
の
納
付
に
は
口

座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
日
曜
納
付
相
談

と
き　

10
月
25
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

納
税
課

　

（
市
役
所
別
館
２
階
） 

※
証
明
書
の
発
行
は
不
可

問
合
先　

納
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
３
５

公
的
年
金
か
ら
の
市
・
府

民
税
特
別
徴
収
（
10
月
以

降
分
）

　

公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
（
天
引

き
）
す
る
市
・
府
民
税
は
、
10
月
分

か
ら
本
徴
収
に
な
り
ま
す
。
年
税
額

か
ら
、
４
月
・
６
月
・
８
月
分
の
仮

徴
収
税
額
ま
た
は
６
月
・
８
月
の
普

通
徴
収
税
額
を
差
し
引
い
た
税
額
を
、

10
月
・
12
月
・
28
年
２
月
の
公
的
年

金
か
ら
天
引
き
し
ま
す
。

　

26
年
度
か
ら
引
き
続
き
特
別
徴
収

料
の
免
除
や
納
付
猶
予
な
ど
の
承
認

を
受
け
た
期
間
の
保
険
料
が
、
遡
っ

て
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
後
か
ら
納
付

で
き
ま
す
。

※
経
過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額
が
上

乗
せ
さ
れ
る
場
合
あ
り

申
込
・
問
合
先

　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６
（
６
９
９
２
）
３
０
３
１

休
日
国
民
年
金
相
談

　

離
職
し
た
場
合
な
ど
に
必
要
な
年

金
の
種
別
変
更
の
手
続
き
、
免
除
申

請
な
ど
を
受
け
付
け
ま
す
。

と
き　

10
月
25
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

市
民
課

　

（
市
役
所
別
館
１
階
）

届
出
に
必
要
な
物

　

年
金
手
帳
、
印
鑑

※
離
職
し
た
人
は
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
な
ど
（
写
し
可
）

※
同
世
帯
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場

合
は
代
理
人
の
身
分
証
明
書

問
合
先　

市
民
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
０
０
５

保

険

保

険

保
険
料
は
納
付
期
限
内
に

　

国
民
健
康
保
険
料
第
５
期
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
第
４
期
の
普
通

徴
収
の
納
付
期
限
は
次
の
と
お
り
で

す
。

納
付
期
限　

11
月
２
日
㈪

問
合
先　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
９
４

短
期
被
保
険
者
証
の
更
新

　

11
月
１
日
㈰
か
ら
有
効
の
国
民
健

康
保
険
短
期
被
保
険
者
証
は
、
10
月

19
日
㈪
か
ら
保
険
収
納
課
窓
口
で
交

付
し
ま
す
。
市
役
所
の
業
務
時
間
内

に
来
庁
で
き
な
い
人
は
、
日
曜
納
付

相
談
ま
た
は
夜
間
交
付
窓
口
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

◆
10
月
の
日
曜
納
付
相
談
日

と
き　

10
月
25
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

保
険
収
納
課
（
市
役
所
別

館
１
階
）
、
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー

※
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
で
は
納
付
書
・

保
険
証
の
発
行
不
可
。
後
日
郵
送

◆
夜
間
交
付
窓
口

と
き　

10
月
27
日
㈫
〜
30
日
㈮
の
午

後
５
時
30
分
〜
７
時
30
分

持
ち
物

　

印
鑑
、
来
庁
者
本
人
が
確
認
で
き

る
物
（
運
転
免
許
証
な
ど
）
、
短

期
被
保
険
者
証

問
合
先　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
９
４

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
ペ

イ
ジ
ー
口
座
振
替
受
付
を
開
始

　

10
月
２
日
㈮
か
ら
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替

受
付
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
ま
す
。
金

融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
保

険
収
納
課
に
あ
る
専
用
端
末
機
に
通

し
、
暗
証
番
号
を
入
力
す
る
だ
け
で

口
座
振
替
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

　「第三中学校区地域会議」が正式に設
立される運びとなり、11月15日㈰の午後
１時から文化会館で設立総会の開催が予
定されています。
　公募市民による設立総会の代議員を若
干名募集しています。自分の住むまちを
良くしたい、多くの人と交流を広げたい
人などはぜひご応募ください。
対 象
　 第三中学校区に
在住・在勤の人
定 員
　若干（先着順）
申 込方法　電話
申 込・問合先
　公民協働課
　☎０６（６９０２）５６１２

第三中学校区地域会議
設立総会の代議員を公募

も
り
か
ど
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

利
用
期
限
は
10
月
31
日
㈯
ま
で

　

も
り
か
ど
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品

券
の
利
用
期
限
は
、
10
月
31
日
㈯

で
す
。
利
用
期
限
を
過
ぎ
る
と
、

商
品
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。
期
限
内
に
必

ず
お
使
い
く
だ
さ
い
。

問
合
先

　

も
り
か
ど
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品

券
事
務
局

　

☎
０
６
（
６
９
０
９
）
３
３
０
４

の
人
は
、
10
月
か
ら
の
特
別
徴
収
税

額
が
変
わ
り
ま
す
。
ま
た
、
27
年
度

か
ら
新
た
に
特
別
徴
収
と
な
る
人
は
、

10
月
か
ら
特
別
徴
収
と
な
り
ま
す
。

対
象　

65
歳
以
上
（
４
月
１
日
時
点
）

で
、
公
的
年
金
に
か
か
る
市
・
府

民
税
が
課
税
と
な
る
人

※
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
は
、

条
件
を
満
た
す
す
べ
て
の
人
が
対

象
。
手
続
き
は
不
要

徴
収
方
法
・
税
額
な
ど

　

左
表
参
照

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
９
８

就学前健康診断日程表
就学を予定する小学校 とき ところ
速見・大和田 10月30日㈮

保健福祉
センター

門真みらい・古川橋・
北巣本 11月２日㈪

門真・上野口 11月６日㈮
東・沖 11月24日㈫

市民プラザ五月田・二島・脇田 11月25日㈬
四宮・砂子 11月27日㈮

26年度から継続して特別徴収（天引き）されている人

仮徴収 本徴収

徴収月 ４月 ６月 ８月 10月 12月 28年2月

徴収方法 年金からの特別徴収（年金からの天引き）

税額 27年２月分と同額
年税額から仮徴収税額
を差し引いた残額の
３分の１ずつ

※公的年金に係る税額に限る

27年度から新たに特別徴収（天引き）される人

徴収月 ６月 ８月 10月 12月 28年2月

徴収方法
普通徴収（納付書
または口座振替）

年金からの特別徴収
（年金からの天引き）

税額
年税額の４分の１

ずつ
年税額の６分の１ずつ

※公的年金に係る税額に限る

地域会議設立に向けた検討会
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